＜債　権　回　収＞
副題＝頭脳的な債権回収方法

３．債権回収のための時効中断措置

(前回からの続き)

承認による時効中断

承認による時効中断とは、債務者が、債権者に対して債権の存在を認める場合である。（民法第１４７条）
判例は時効完成後の債務者の承認により消滅時効の援用権は喪失するとしている。また、｢債務につき消滅時効が完成した後に、債務者が債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、以後その完成した消滅時効の援用をすることは許されないと解するのが信義則に照らし相当である｣としている。（最大判昭41･4･20民集20-4-702）

ただし、時効の利益は、債務者自らの意志と言えども時効完成前に放棄することはできない。（民法第１４６条）つまり、時効完成前の放棄は拘束力がないということであるから、例えば、債務者が債権者に対し、将来時効を主張、援用しない約束をしても、そのような約束は、法的拘束力がないということである。

なお、いうまでもないことだが、中断した時効はその中断事由の終了したる時から更にその進行が始まることになる。（民法第１５７条１項）さらに判例は、債務者が消滅時効の完成後に債務を承認した場合でも、その承認以後再び時効期間が経過すれば債務者は再度完成した時効を援用できるとしている。（最判昭45･5･21民集24-5-393）

保証人が主債務者の承認後保証債務を承認した場合、保証人は主債務の消滅

時効を援用することができない場合がある。

判例は、主債務の消滅時効完成後に、主たる債務者が当該債務を承認し、保証人が、これを知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後、主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないとしている。（最判昭44･3･20判時557-237）

債務者が債務を記載した決算報告書等を作成し債務につき債権者とやりとり

すると承認となる。

債務者がその債務を記載した決算報告書を作成して債権者に提示し、債権者においてその内容の説明を求め、記載内容の確認をしていたときは、承認があったものと解されるとしている。（最判昭59･3･27判時1111-100）

被保佐人は保佐人の同意なしに債務の承認をすることができる。

承認は被保佐人でも保佐人の同意なしで債務の承認をすることができる。（大判大7･10･9民録24-1886）その理由は、時効が完成すれば利益を受けるはずの者が、相手方の主張する権利を承認するには、財産を管理する能力があれば足り、処分し得る資格のあることを必要としないからである。（民法第１５６条）

未成年者や被後見人が債務の承認をするには法定代理人の同意を要する。

被保佐人の場合と異なり、営業や財産の処分につき法定代理人の許可を得ていない未成年者や被後見人が法定代理人（親権者や未成年後見人・成年後見人）の同意なくして承認しても時効中断の効果はない。（民法第４条）

未成年者・成年被後見人の場合における｢時効停止｣について

時効の期間満了前６ヶ月内において、未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいない時は、その未成年者又は成年被後見人が能力者となり又は法定代理人が選任され就職した時から６ヶ月内は、時効は完成しないものとされている。（民法第１５８条）
天災・事変による｢時効の停止｣について
時効の期間満了の時に当たり天災その他避けることのできない事変があり、そのため時効中断のための措置を講ずることができない時はその事変が止んだ時から２週間内は、時効は完成しないものとされている。（民法第１６１条）

　“天災その他避けることのできない事変”とは、自然災害や暴動、戦争等により交通や通信手段が遮断される場合である。

債務の一部弁済による時効中断

　債務の一部弁済による時効中断の効果は、法に定められているものではないが、判例は｢債務の一部弁済として振り出された小切手が支払人より支払われた事案につき、小切手の支払による債務の弁済として、債務の承認たる効力を有し、時効は中断されるものとしている。（最判昭36･8･31民集15-7-2027）

債務者の弁済猶予の申し出による時効中断

　債務者は時効の完成を知らないことが多いのだが、判例は債務者が時効の完成を知らなかった時でも、｢弁済の延期の申し出｣をしたり、｢一部弁済｣をしたりする場合は、つまり、時効が完成しているにも拘わらず、時効による債務消滅と相容れない行動をした時は、｢信義則上時効を援用できなくなる｣としている。

　この点、債権回収のテクニックとしては、良くあることだが債権者が時効の完成を知らない債務者に対して、債権者側では時効が完成していることを知りつつも債務者に告げないか、時効完成の事実を偽るなどして債務者を騙し、債権を回収しても、つまり、少々の偽計を用いての債権回収であっても債権者が詐欺罪に問われることはないとするのが判例の傾向であるが、問題となるのは、債権回収に伴い遅延損害金や損害賠償金の名目とは言え、明らかに債権額の範囲を超えるような法外な金額を要求し（未遂）、回収すると（既遂）その全部もしくは一部（少なくとも債権額を超える部分）について詐欺罪に問われる恐れがあるので、債務者の無知に乗じて損害額を算入した金額を請求し、債権回収を図ろうとする場合は、事前に法律の専門家に相談すべきである。

裁判上の請求による時効中断

　裁判上の請求によって時効は中断するが、裁判上の請求による時効中断の効果は、前回（本誌第１１４３号）の｢裁判外の請求による時効中断（延長）期間と立証責任｣の項以下で述べた時効の延長（６ヶ月間の延長）とは異なるものである。

　つまり、裁判上の請求による時効中断の最大のメリットは何と言っても｢新たに最初から時効が進行する｣というものである。したがって、例えば５年の短期

消滅時効にかかる商事債権の場合、４年目に裁判上の請求をすると、それまでの期間はご破算となり、裁判上の請求により中断した時効は｢判決が確定した時より｣さらに進行し始め（民法第１５７条２項）、１０年の消滅時効にかかるというものである。（民法第１７４条の２第１項）ただし、この１０年の消滅時効にかかるのは、判決の確定当時未だに弁済期が到来していない債権については適用されない。（（民法第１７４条の２第２項）

裁判上の請求でも訴えが却下又は棄却され若しくは取下げした場合は時効の

中断はなかったものとされる。

裁判上の請求（裁判所に訴えを起こすこと）により債権を主張しても、裁判所がその請求を退けたり（訴えの却下もしくは請求棄却）、原告である債権者　自らがその請求を取り下げた場合には、時効は中断されなかったものとされる。（民法第１4８条）なお、裁判上の請求の他には、広義の裁判上の請求がある。

広義の裁判上の請求には、｢支払督促｣、｢和解の呼出し・任意出頭｣、｢破産手続参加｣、｢差押え・仮差押え・仮処分｣がある。

　なおこれら広義の裁判上の請求も狭義の裁判上の請求と同様、一定の事由により裁判上の請求が手続の途中で中断した場合には時効は中断されなかったものとされる。

　以下、広義の裁判上の請求において、時効中断がなかったものとされる事由は次のとおりである。

· ｢支払督促｣にあっては、法定の期間内に仮執行の宣言の申立てを行なわない時

· ｢和解の呼出し｣及び｢任意出頭｣にあっては、相手方か出頭せず又は和解不調の場合において１ヶ月内に訴を提起しない時

· ｢破産手続参加｣にあっては、債権者が参加を取消し又は請求が却下された時

· ｢差押え・仮差押え・仮処分｣にあっては、権利者の請求に因り又は法律の規定に従わないため取り消された時

４．直接弁済以外のその他の回収方法

相　殺

相殺（相殺担保）による債権回収法は、債権回収の最も有効な手段である。

相殺による債権回収手段の最も卑近な例としては、銀行と債務者の間における金銭消費貸借において、債務者側に債務不履行がある場合、銀行は債権回収につき債務者の預金を受働債権（相殺の場合に､相殺を受ける側の債権者の債権をいう）とする相殺により債権回収をおこなう場合がある。銀行が融資を行なう際には、債務者に債務不履行がある場合に備え、銀行の債権を自働債権（相殺の場合に､相殺をする側の債権者の債権をいう）とし、債務者の預金を受働債権とし相殺することで債権回収の手段とすることがある。

このような目的で融資の際に予め債務者に預金させ、イザという時には、予めなしたる｢相殺予約｣もしくは、その都度の｢相殺契約｣により債権を回収する方法である。その場合、債務者の預金は所謂｢相殺担保｣であるから自由に引き出すことはできないのであるが、相殺担保の目的でない預金であっても｢相殺適状｣（互いの債権が金銭債権同士でかつ双方の債務の弁済期が到来しているか、相殺しようとする側の債務については弁済期限の利益を放棄する場合）にある場合は、預金の引き出しを差し止め、債権者側の意思表示だけで相殺することができる。

なお、判例は｢訴訟上相殺の主張をすることによって、受働債権（相殺の場合に､相殺を受ける側の債権者の債権をいう）につき承認があったものと認められた以上、その後相殺の主張が撤回されても、すでに生じた承認の効力は失われない｣としている。（最判昭35･12･23民集4-14-3166）

時効完成により消滅した債権による相殺

　時効完成により消滅した債権でも消滅する以前に｢相殺適状｣にあった場合は相殺できる。（民法第５０８条）ちなみに時効消滅後の債権を自働債権とする相殺は、

｢相殺適状にあった時点の受働債権額の限度でのみ有効｣であるとするのが判例である。（最判昭39･2･20判タ160-72）もっとも既に消滅時効の完成した債権を譲り受けて相殺しても、時効の援用があれば、相殺の効力は発生しないとされている。（最判昭36･4･14民集15-4-765）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政書士　根角香織

（次回へ続く）

　

　次回及び次回以降の予定

次回分及び次回以降は、下記項目などについての解説を予定しています。

なお、あくまでも予定ですので、内容や解説順については変更する場合がありますので、そのことは予めご了解下さいますようお願い申し上げます。

４．直接弁済以外のその他の回収方法

（前号からの続き･･･）

· 仮登記担保がある場合の代物弁済予約による債権回収

· 更改契約（商品代金の回収につき準金銭消費貸借に改める契約）更改契約のメリット＝短期消滅時効にかかる商事債権でも１０年の時効になるなど。

· 準金銭消費貸借契約締結における連帯保証人及び担保権設定契約について（債務者が法人の場合、個人の場合）

· 本人以外への請求（保証人・連帯保証人がいない場合でも債務者本人以外に対する請求ができる場合について）

· 弁済猶予し、手形・小切手による支払いを受ける場合

等々

５．元々契約自体に問題がある場合

契約の無効（心裡留保、虚偽表示、錯誤、契約締結における無権代理人への請

求ができる場合など）

契約の取消（詐欺・脅迫の場合は刑事告訴で対処することも可）
等々
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